
見附市行政組織規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和８年５月１４日 

見附市長  稲 田  亮 

見附市規則第１３号 

   見附市行政組織規則の一部を改正する規則 

見附市行政組織規則（平成１６年見附市規則第１０号）の一部を次のように改

正する。 

第３条の表中「産業部グループ」を「産業経済部グループ」に改める。 

 第４条第１号を次のように改める。 

（１） 企画調整課 

総合政策室 

 総合政策係 

秘書広報室 

秘書係 広報広聴係 

財政室 

財政係 

危機管理室 

第４条第７号中「農林整備係」を「農林整備・鳥獣対策係」に改める。 

第６条中「市民生活課」を「市民税務課」に改める。 

第１０条第１項の表中「産業部グループ」を「産業経済部グループ」に、「産

業部長」を「産業経済部長」に改める。 

 第１５条第１項中「企画推進室」を「総合政策室」に改める。 

別表第１中 

「 

 企画推進室 

企画推進係 

    」を 

「 

 総合政策室 



総合政策係 

   」に、 

「 

 財政室 

 」を 

「 

 財政室 

財政係 

        」に、「農林整備係」を「農林整備・鳥獣対策係」に改める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 


